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国際ビジネスサポートデスクを開設しました
（石川県商工労働部産業政策課）

石川県では、中国の市場性の拡大や県内企業の海外展開の拡大、国策としての対日投資の推進など、経済のグロ

ーバル化がこれまで以上に進展してきているという情勢に鑑み、県内企業の販路開拓など国際ビジネスに対する支

援を強化するため、これまでは、県やジェトロ、海外事務所、（財）石川県産業創出支援機構に分散していた支援機

能を結びつけ、国際ビジネスに関する情報、相談のワンストップサービスを提供するための窓口として、平成16年

４月に、県産業政策課内に「国際ビジネスサポートデスク」を設置しました。

【サービス内容】
（１）県内企業の海外販路開拓の推進

①海外マーケット開拓事業費補助金の補助対象事業の募集開始
６月末

海外見本市等への出展に際し、小間料・輸送費の一部を助成します。詳しくはこちら

http://www.kokusai-support-ishikawa.com/market/
───────────────────────────

をご参照ください。

②中国販路開拓支援
・専門家による販路開拓コンサルティングサービス

県内企業の販路開拓に関する相談に対し、中国国内の専門家を紹介、一定期間のコンサルティングを

無料で提供します。

・アンテナショップの開催準備

江蘇省において石川ブランド認定商品等生活関連用品等の展示会を開催し、今後の市場可能性や江蘇

省企業との交流可能性を探ります。

③海外ビジネスネットワークの整備
上海事務所及びニューヨーク事務所において、石川県出身者や石川県にゆかりのある外国人等に、県内

企業のビジネス支援への協力や外国企業誘致への協力を求めていくため、それらのリストの整備を行って

いきます。

（２）外資系企業誘致推進プランの推進
・外国企業への誘致ＰＲ活動（ホームページの開設、セールス活動等）
・県内企業と外国企業とのビジネスマッチング
・県内大学と外国企業との共同研究の推進
・進出サポートの提供等

（３）国際ビジネス全般に関する総合相談窓口
①国際弁護士による法律相談の開始

外国法事務弁護士事務所である「太陽法律事務所」（東京）との間で国際ビジネスに関する法律アドバ

イザリー契約を締結し、県内企業からの法律相談等に対応します（一定期間、無料で弁護士が応談）。

②ジェトロ・ビジネスサポートサービスの紹介、経費の一部支援の開始
ジェトロとの提携により、ジェトロビジネスサポートサービス（有料）の経費の一部を支援します。

＜海外情報照会、海外市場調査、アポイント取得サービス　等＞

【お問い合せ先】
石川県商工労働部産業政策課内　国際ビジネスサポートデスク
TEL：076-225-1509 FAX：076-225-1514
E-MAIL：ksupport@pref.ishikawa.jp

──────────────

国際ビジネスサポートデスクホームページ：http://www.kokusai-support-ishikawa.com/
───────────────────────

公募内容
応募締切

海外企業とのビジネス及び海外進出を考えている県内企業関係者の皆様、「国際ビジネスサポートデスク」
を是非ご利用ください！
どんなご相談でも一週間以内に必ずお答えします！

トピックストピックス トピックス 
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独立行政法人 中小企業基盤整備機構（略称：中小機構）
が発足しました
平成16年 7月 1日、中小企業総合事業団（信用保険業務は中小企業金融公庫に移管）、地域

振興整備公団（地方都市開発整備等業務は独立行政法人都市再生機構に統合）、認可法人産業

基盤整備基金の三法人は、事業を整理統合して新たに「独立行政法人中小企業基盤整備機構」

（以下「中小機構」という。）として発足しました。

今後、中小機構は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付

け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、

もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤の整備を行います。

なお、組織が変更になりますが、小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止共済制度等、中

小企業総合事業団が行っている事業につきましては今まで同様、今後は、中小機構が引き継ぎ、

運営します。

また、中小機構（本部：東京都）の発足と併せて北陸支部（金沢市）を開設し、ワンストップ

サービス機能を充実、地元中小企業者等の地域に密着した支援サービスを展開します。（全国で

9箇所の支部が設置されております。）

〈北陸支部の主な業務〉
産業用地の分譲・賃貸

中小機構で整備した北陸地区内の産業用地のほか、全国各地の産業用地についての情報を

提供し、事業者に分譲・賃貸し事業展開を支援します。

〈北陸支部連絡先〉
住所：〒920‐0031 石川県金沢市広岡3－1－1 金沢パークビル6階

電話：076－223－5761（代表）

地
域
振
興
整
備
公
団 

（
産
業
系
） 

産
業
基
盤
整
備
基
金 

中小企業総合事業団 

［信用保険部門を除く］ ［信用保険部門］ 
信用保険事業 ベンチャー経営革新支援事業、 

再生支援事業、高度化事業、 
人材養成事業、 
共済事業（小規模共済、倒産防止共済）等 

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 
中小企業金融公庫 
・中小企業総合事業団（信用保険部門） 
・中小企業金融公庫 
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平成15年度における中部事務所管内の下請法の
運用状況等について（概要）
公正取引委員会は、価格カルテル等を禁止する「独占禁止法」、不当な表示等を禁止する「景品表

示法」とともに、親事業者の下請事業者に対する下請代金の不当な減額、不当な受領拒否、支払遅

延等を禁止する「下請法」を運用しています。

平成15年度の中部事務所管内（富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県）における

下請法違反事件には、以下のような特色が見られました。

第1 下請法の運用状況
1. 定期調査の拡充

下請取引の性格上、下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申告が期待できないた

め、公正取引委員会は、親事業者及び下請事業者に対し、定期的に書面調査を実施している。

中部事務所においては、

管内（富山県、石川県、岐

阜県、静岡県、愛知県及び

三重県）に所在する親事業

者及び当該親事業者と取引

のある下請事業者に対する

調査を拡充することによ

り、下請法違反被疑事実の

発見に努めた。

2. 下請法違反行為に対する措置

（1）平成15年度において、中部事務所管内の下請法違反行為について措置を採った件数は338

件（勧告2件、警告336件）であった。

（2）違反行為の類型別件数（注）は、第3条（発注時の書面交付の義務）違反（233件）、第 5

条（関係書類の保存義務）違反（28件）で全体の約5割であった。

第4条（親事業者の遵守事項）違反の内容では、支払遅延（166件）、長期手形（39件）、減

額（38件）が依然として

多い。なお、勧告案件は

すべて減額事件であった。

（注）1つの事件で複数の違反

行為を行っている場合があ

るため、違反行為の類型別

件数合計は勧告及び警告件

数とは一致しない。

第2 下請法の普及・啓発
毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、中部経済産業局及び関東経済産業局と共同して

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0

親事業者に対する書面調査 下請事業者に対する書面調査 

17,835 17,560 18,082

2,9462,7172,503
平成13年度 平成14年度 平成15年度 

定期書面調査の実施件数 

 

300 

200 

100 

0

291 298
338

平成13年度 平成14年度 平成15年度 

下請法違反行為の件数 
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下請法に関する講習会を開催する（親事業者向け2会場、321名、下請事業者向け3会場、212名）

など、下請法の普及・啓発に努めている。

また、下請取引適正化推進月間に併せて、下請取引等に係る苦情・相談等を広く受け付けるため、

中部事務所に特別相談窓口を設置した。

第3 企業間取引の公正化への取組
平成15年 6月に成立した改正下請法によって、①サービス分野における下請取引を対象に追加、

②禁止行為の追加、③措置の強化等の改正が行われた。平成16年 4月の改正下請法の施行に先立ち、

関係政令、規則を整備したほか、運用基準の改正・公表や説明会（中部事務所主催分 5会場、約

1,000名）を行い、改正下請法の普及・啓発に努めている。

中部事務所では、本年度も下請事業者にとって影響の大きい減額、買いたたき、受領拒否、支払

遅延等について重点を置き、厳正に対処するとともに、平成16年 4月 1日からの改正下請法の施行

に伴い、改正下請法違反の未然防止を図るため、新たに同法の適用を受けることとなったサービス

分野における事業者を対象に、同法の趣旨・規制内容等の周知徹底を目的とした講習会を開催する

など、各地区において下請法講習会等の一層の充実を図る方針です。

なお、下請法の運用状況の詳細については、インターネットのホームページで見ることもできます。

下請法、下請取引に関する御相談・御意見については、次の担当課までお問い合わせください。

平成15年度における 中部事務所管内の下請法の運用状況等について

第1 下請法の概要
下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」という。）は、下請取引の公正化を図るとともに下請事業者の利益

を保護することを目的としており、親事業者に対する次のような義務と禁止行為を定めている。

［問い合わせ先］公正取引委員会事務総局中部事務所下請課
電話　052－961－9424（直通）
ホームページ　http://www.jftc.go.jp/c_chubu/

① 下請事業者への発注書面の交付 
② 下請取引に関する書類の作成及び保存 

⑤ 買いたたき 
⑥ 購入強要 
⑦ 割引困難な手形の交付 
⑧ その他 

① 受領拒否 
② 下請代金の支払遅延 
③ 下請代金の減額 
④ 返品 

【親事業者の義務】 【親事業者の禁止行為】 

【平成15年度における下請法の対象範囲】（注） 

資本金（出資金）3億円超 資本金（出資金）3億円以下 

親事業者 下請事業者 

（個人を含む） 

（個人を含む） 

物品の製造・修理委託 

資本金（出資金）1,000万円超 資本金（出資金）1,000万円以下 
物品の製造・修理委託 

（注）下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律（平成15年法律第87号）（以下「改正下請法」という。）の施行
により、平成16年度からは情報成果物の作成及び役務の提供に関する下請取引も下請法の対象となり、新たに対象と
なった下請取引については、原則として「3億円」の代わりに「5,000万円」が親事業者と下請事業者を区分する資
本金の基準として用いられることとなった。 

平成16年6月4日
公正取引委員会事務総局
中部事務所
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第2 下請法の運用状況
1. 書面調査の実施状況
下請取引の性格上、下請法違反が行われ

ても下請事業者からの自発的な申告がさほ

ど期待できないことから、公正取引委員会

は、これまで製造業を中心に親事業者及び

その下請事業者に対して、毎年定期的に書

面調査を実施することにより、違反被疑行

為の発見等に努めてきている。また、書面

調査等から下請法違反の疑いが認められた

場合には、親事業者への実地調査等により事件処理を行っている。

平成15年度においては、中部事務所管内に所在する資本金1,000万円超の親事業者2,946社に対して書面調査を

行うとともに、これらの事業者と取引のある下請事業者18,082社を対象に書面調査を行った（第1表参照）。

2. 違反被疑事件の処理状況
（1）違反被疑事件の処理の状況

ア 書面調査又は申告等により、親事業者が下請法に違反する行為を行っている疑いがある場合には、当該

下請取引の実態を調査の上、違反又は違反のおそれのある行為（以下「違反行為等」という。）が認められ

たものについては、警告等の措置を採るほか、社内体制の整備を指導している。

イ 平成15年度における下

請法違反被疑事件の処理

件数は 342 件である。こ

のうち、違反の事実が認

められなかった 4 件を除

く 338 件（処理件数全体

の 98.8 ％）について、勧

告又は警告の措置を採っ

た（第2表参照）。

（2）違反行為の類型別件数の状況

勧告又は警告の措置を採った338件の事件について、これを違反行為類型別に集計すると、第3表のとお

りである。

第1表　書面調査の実施状況 

下請事業者調査 親事業者調査 

16,417 
17,385 
18,295

区分 
 

年度 

14
13

15

［単位：社］ 

全　国 中　部 全　国 中　部 

2,503 
2,717 
2,946

  93,483 
  99,481 
108,395

17,835 
17,560 
18,082

第2表　下請法違反被疑事件の処理状況 
［単位：件］ 

全国 
中部 
全国 
中部 
全国 
中部 

1,367 
300 
1,427 
318 
1,409 
336

1,308 
291 
1,357 
311 
1,341 
327

59 
9 
70 
7 
67 
9

0 
0 
0 
0 
1 
0

3 
1 
4 
0 
8 
2

1,311 
290 
1,362 
298 
1,357 
336

44 
9 
60 
15 
71 
4

1,358 
300 
1,426 
313 
1,436 
342

15

13

14

警告 
うち 
申告 

うち 
中小企業庁
長官からの措
置請求 

うち 
書面調査 勧告 

計 不問 

処　理　件　数 新規発生件数 区分 
 
 

年度 

措　置 

第3表　違反行為の類型別件数 
［単位：件・%］ 

中部 

中部 

全国 

全国 

中部 

全国 

15

14

13

1,067 
 

199 
 

1,127 
 

217 
 
 

1,125 
 

233

167 
 

40 
 

135 
 

36 
 
 

142 
 

28

1,234 
 

239 
 

1,262 
 

253 
 
 

1,267 
 

261

25 
（2.6） 
9 

（4.2） 
29 

（3.3） 
16 

（6.3） 
〈55.2〉 
8 

（0.9） 
3 

（1.0） 
〈37.5〉 

335 
（35.1） 
53 

（25.0） 
307 

（35.1） 
70 

（27.3） 
〈22.8〉 
392 

（44.7） 
166 

（58.0） 
〈42.3〉 

168 
（17.6） 
45 

（21.2） 
137 

（15.7） 
43 

（16.8） 
〈31.4〉 
134 

（15.3） 
38 

（13.3） 
〈28.4〉 

23 
（2.4） 
5 

（2.4） 
23 

（2.6） 
4 

（1.6） 
〈17.4〉 
22 

（2.5） 
5 

（1.7） 
〈22.7〉 

36 
（3.8） 
19 

（9.0） 
38 

（4.3） 
24 

（9.4） 
〈63.2〉 
32 

（3.7） 
10 

（3.5） 
〈31.3〉 

106 
（11.1） 
28 

（13.2） 
79 

（9.0） 
43 

（16.8） 
〈54.4〉 
53 

（6.1） 
12 

（4.2） 
〈22.6〉 

36 
（3.8） 
14 

（6.6） 
51 

（5.8） 
13 

（5.1） 
〈25.5〉 
51 

（5.8） 
13 

（4.5） 
〈25.5〉 

225 
（23.6） 
39 

（18.4） 
210 

（24.0） 
43 

（16.8） 
〈20.5〉 
184 

（21.0） 
39 

（13.6） 
〈21.2〉 

0 
（－） 
0 

（－） 
0 

（－） 
0 

（－） 
〈－〉 
0 

（－） 
0 

（－） 
〈－〉 

954 
（100） 
212 
（100） 
874 
（100） 
256 
（100） 
〈29.3〉 
876 
（100） 
286 
（100） 
〈32.6〉 

2,188 
 

   451 
〈20.6〉 
2,136 
 

   509 
 

〈23.8〉 
2,143 
 

   547 
 

〈25.5〉 

手続規定違反 項目 
 

年度 

実体規定違反 
報復 
措置 小計 

合計 3条 
違反 

受領 
拒否 小計 5条 

違反 
支払 
遅延 減額 返品 買い 

たたき 
購入 
強制 

早期 
決済 

長期 
手形 

（注）1　1事件について、2以上の違反行為等が行われている場合があるので、違反行為の類型別件数の合計と第2表の「勧告」及び「警告」の件数の合
計とは一致しない。なお、（　）内は、実体規定違反の件数全体に占める比率であり、四捨五入しているため、必ずしも合計100とはならない。 

2　3条違反とは、必要記載事項を備えた発注書面の交付義務違反であり、5条違反とは、下請取引に関する書類の保存義務違反のことである。 
3 　＜　＞内は、全国における処理件数に占める中部事務所の比率である。 
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このうち、発注書面の交付義務等の手続規定（下請法第3条又は第5条）違反は261件（違反行為全体の

47.7％）となっている。

また、親事業者の禁止行為である実体規定（下請法第 4条）違反等は 286件（同 52.3 ％）となっており、

これを多い順にみると、下請代金の支払遅延が166件、手形期間が120日（繊維業の場合は90日）を超える

長期手形等の割引困難なおそれのある手形の交付が39件、下請代金の減額が38件となっている。

（3）平成15年度に中部事務所管内において勧告等を行った主な違反行為等の概要は次のとおりである。

ア 勧告を行った主な事例

下請代金の減額（第4条第1項第3号）

イ 警告を行った主な事例

（ア）発注書面の記載不備（3条）、発注書面の不保存（5条）

（イ） 製品の受領拒否（第4条第1項第1号）

（ウ） 下請代金の支払遅延（第4条第1項第2号）、下請代金の減額（第4条第1項第3号）

自動車部品の製造を下請事業者に委託しているA社は、原価低減の目標達成の一環とし
て、特定時期に下請事業者に単価の引下げを要請し、単価引下げの合意日前に発注したも
のについて、引下げ後の新単価をさかのぼって適用し、下請事業者に支払うべき下請代金
から従来の単価と引下げ後の新単価との差額に相当する金額を差し引くことにより、下請
事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じていた。
本件では、A社に対して、下請代金から減じた額（約2,900万円）を当該下請事業者に

対し速やかに支払うよう勧告した。

輸送用機械
器具製造業

違反行為の概要業　種

設備機械部品等の製造を下請事業者に委託しているB社は、必要記載事項の一部である
支払方法等について別途書面で下請事業者に通知しているが、発注時に発注内容等の必要
記載事項を記載して下請事業者に交付すべき書面に、当該書面との関連付けの記載をして
いなかった。
また、B社は経理システム変更時に一部下請取引に関する書類を紛失し、下請事業者の

給付内容等必要記載事項を記載した書類を2年間保存していなかった。
本件では、B社に対して、発注の都度交付する書面に別途交付している書面との関連付

けを示す文言を記載するよう、また下請事業者の給付内容等必要記載事項を記載した書類
を2年間保存するよう警告した。

一 般 機 械
器具製造業

違反行為の概要業　種

電子応用機器等の製造を下請事業者に委託しているC社は、取引先から発注を取り消さ
れたことを理由として、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、納期を延期し、受け
取るべき数量を分納させることによって、あらかじめ指定した納期に下請事業者の給付を
受領していなかった。
本件では、C社に対して、発注書面の納期どおりに下請事業者の給付を受領するよう警

告した。

電 気 機 械

器具製造業

違反行為の概要業　種

各種衣料品の加工を下請事業者に委託しているD社は、不良品が納入された場合の担保
として、下請事業者に支払うべき下請代金に一定率を乗じた額の支払を留保していた。ま
た、下請事業者からの請求書未提出を理由として、下請事業者の給付を受領してから60
日以内に下請代金を支払っていなかった。
さらに「歩引き」と称して、下請事業者に支払うべき下請代金に一定率を乗じた額を当

該下請代金から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代
金の額を減じていた。
本件では、D社に対して、支払が遅延していた遅延利息（約60万円）及び下請代金か

ら減じた額（約700万円）を下請事業者に対し速やかに支払うよう警告した。

繊 維 製 品
卸 売 業

違反行為の概要業　種
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（エ）製品の返品（第4条第1項第4号）

（オ） 買いたたき（第4条第1項第5号）

（カ） 購入強制（第4条第1項第6号）

（キ） 有償支給原材料等の対価の早期決済（第4条第2項第1号）

（ク） 割引困難な手形の交付（第4条第2項第2号）

（4）支払遅延事件における遅延利息の支払及び下請代金の減額事件における減額分の返還の状況

下請代金の遅延事件においては、親事業者に対し遅延利息を支払うよう指導しており、平成15年度には親

事業者4社が下請事業者78社に対し総額66万円の遅延利息を支払った（第4表参照）。

また、下請代金の減額事件においては、親事業者に対し減額分の返還による原状回復措置を講じさせてお

り、平成15年度においては、親事業者13社が下請事業者189社に総額6,624万円を返還した（第5表参照）。

自動車用内装部品の製造を下請事業者に委託しているF社は、単価改定に当たり、過去
数か月間の実績数量を基にした発注予定数量により単価改定を行っていたところ、実際に
予定数量を下回った場合においても下請事業者と協議することなく単価を据え置いていた。
本件では、F社に対して、見積もり時に予定していた数量を下回る場合は、再度下請事

業者と協議して単価を決めるよう警告した。

繊 維 製 品
製 造 業

違反行為の概要業　種

自動車の修理等を下請事業者に委託しているG社は、常時、全社を挙げて自社が扱う製
品の購入見込先の紹介等を要請し、下請事業者に対しても、発注担当者を通じて同様の要
請をしていた。
本件では、G社に対して、発注担当者等下請取引に影響を及ぼす者を通じて自社製品の

購入見込先の紹介等を要請しないよう警告した。

自 動 車
小 売 業

違反行為の概要業　種

設備機械の製造等を下請事業者に委託しているH社は、下請事業者に有償で原材料を支
給しているが、原材料を加工して納品するまでの期間を考慮せずに、当該原材料を使用し
た物品が納品される前に当該原材料の対価を下請代金から控除するなど、当該原材料を使
用した給付に係る下請代金の支払期日よりも早い時期に下請代金から当該原材料の対価を
控除していた。
本件ではH社に対して、下請事業者に有償で支給する原材料の代金を、当該原材料を用

いて製造される物品の下請代金の支払日より早い時期に決済しないよう警告した。

一 般 機 械
器具製造業

違反行為の概要業　種

インテリア用生地等の製造を下請事業者に委託している I社は、下請事業者に対し、手形
期間が90日を越える手形を交付していた。
本件では、I社に対して、繊維製品の取引については手形期間を90日以内に短縮するよ

う警告した。

繊 維 製 品
製 造 業

違反行為の概要業　種

輸送用機械部品の製造を下請事業者に委託しているE社は、自社で受入検査を省略し、
下請事業者にも受入検査を委託していないにもかかわらず、ユーザーからのクレームを理
由として下請事業者に返品していた。
本件ではE社に、受入検査を省略する場合は下請事業者に返品しないよう警告した。

輸送用機械
器具製造業

違反行為の概要業　種

第4表　下請代金支払遅延事件における遅延利息の支払状況 

42 508全　国 12,409 295

16 0.866 
（0.5%） 784 

（9.5%） 

24

下請事業者1社当たり 
の受取額（万円） 

中部 
（全国比） 

16 327全　国 651 40

84 9254 
（39.0%） 273 

（18.8%） 

2
中部 

（全国比） 

19 182全　国 2,303 121

64 10384 
（16.7%） 386 

（31.6%） 

12
中部 

（全国比） 

1事件当たりの 
支払額（万円） 支払件数（件） 支払総額（万円） 

15

14

13

項目 
年度 

支払を受けた 
下請事業者数（社） 
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第3 違反行為の未然防止
下請法の運用に当たっては、違反行為を迅速かつ効果的に排除することはもとより必要であるが、違反行為を

未然に防止することも肝要である。このような観点から中部事務所では、以下のとおり各種の施策を実施し、違

反行為の未然防止を図っている。

1. 下請法の普及・啓発
毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、中部経済産業局及び関東経済産業局と共同して下請法の講

習会を開催するなど、下請法の普及・啓発に努めている。

中部事務所では、平成15年度において、以下のとおり講習会を行った。

2. 下請取引改善協力委員との連携
下請法の的確な運用に資するため、下請取引の事情に明るい民間有識者に下請取引改善協力委員（全国101名、

中部事務所管内13名）を委嘱している。

平成15年度においては、中部地区下請取引改善協力委員会議を年2回（5月、11月）開催し、最近の下請取

引の状況等について意見交換を行った。

3. 下請取引等に係る苦情・相談の特別窓口の設置
下請取引等にかかる苦情・相談等を広く受け付ける特別窓口を中部事務所に設置し、平成15年 11月から平成

16年3月にかけて下請取引等に係る苦情・相談（509件）に対応した。

第4 改正下請法の施行に向けた取組
サービス分野における下請取引を規制対象に追加すること等を内容とした改正下請法（平成16年 4月 1日施行）

の成立を受け、中部事務所においては、同法の趣旨、規制内容等が広く周知され、下請取引の公正化及び下請事

業者の利益の保護が一層推進されることを目的に、サービス分野における事業者を対象とした説明会（中部事務

所主催分5会場、約1,000名）を開催した。

第5 今後の取組
平成16年度においては、下請取引を巡る現下の経済状況にかんがみ、下請事業者にとって影響の大きい下請代

金の不当な減額、支払遅延等の実体規定違反被疑事件に重点を置き、違反行為を行った親事業者に対しては、厳

正に対処するとともに、改正下請法違反の未然防止を図るため、平成16年 4月 1日からの改正下請法の施行に伴

い、新たに同法の適用を受けることとなったサービス分野における事業者を対象に、同法の趣旨・規制内容等の

周知徹底を目的とした講習会を開催するなど、広報活動に努めることとする。

第5表　下請代金の減額事件における減額分の返還状況 

46 559全　国 51,902 1,128

510 356,624 
（12.8%） 18913 

（28.3%） 

92

下請事業者1社当たり 
の受取額（万円） 

中部 
（全国比） 

44 362全　国 22,108 502

558 469,498 
（43.0%） 20617 

（38.6%） 

61
中部 

（全国比） 

47 492全　国 20,066 426

633 5613,941 
（69.5%） 24622 

（46.8%） 

40
中部 

（全国比） 

1事件当たりの 
平均返還額（万円） 返還件数（件） 返還総額（万円） 

15

14

13

項目 
年度 

返還を受けた 
下請事業者数（社） 

開催日 

親事業者向け講習会 

11月10日 

開催都市 

261名 

参加人数 

11月21日   60名 金沢市 

名古屋市 

開催日 

下請事業者向け講習会 

11月  5日 

開催都市 

89名 

参加人数 

11月25日 31名 金沢市 

11月27日 92名 富山市 

岐阜市 
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海外視察研修（上海）実施される
［目　　的］

県内中小企業及び組合等が、最近の国際経済環境の変化に的確に対応し、今後の健全な発展

を遂げていくため、海外にある現地企業等の視察研修を実施し、中小企業の若手後継者及び組

合等の幹部役職員が国際的視野に立った知識を習得することを目的とした標記視察研修が、6

月9日（水）～12日（土）3泊4日の日程で21名の参加者のもと開催されました。

［内　　容］

6月10日（上海）

［上海宝山鉄鋼集団公司］

・集団公司としては、1998年 11月設立、資本金1,625

億元。2001 年度売上 710 億元の中国最大の鉄鋼会

社です。グループ会社は 30社、持株子会社 24社、

そのうち鉄鋼関連会社は18社を有しています。

・1978年に新日鉄の全面協力で始まったプロジェク

トとして、小説『大地の子』でも知られています。

ハード面では世界一との定評があり、年間生産量は

2,000万トン。揚子江へ1,600mまで伸びた宝山製鉄

所専用埠頭では、毎日全中国と世界各地からの3万

トンの原料も荷役しています。

・生産ラインの冷延能力は年間約180万トン、表面処

理した自動車用鋼板は約 45万トン。家電製品、建

材向け鋼板も生産しています。

・敷地面積は18.9平方kmに及び、全国造林緑化の優秀会社で、現代的な工場内の緑化率が

40％近く、百頭余りの梅花鹿が職場前の芝生で悠々と散歩しており、人間を主とし、生

態環境を重視し、継続発展できるという現代理念を感じさせる光景でした。

［上海ＪＶＣ電器有限公司］

・1992年 9月設立。資本金5億円。日本ビクター株式会社との合弁企業であり、ＪＶＣは

日本ビクターの世界ブランドの位置づけにあります。

・生産品目は、ＤＶＤプレーヤー、VCD、SVCD、ウルトラマイクロコンポ、ＣＤプレーヤ

ー、ＭＤ付きミニコン、ホームシアター等のシリーズ商品です。
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・経営理念は『感動経営』

１．中国の経済及び地域の発展に貢献出来る企業を

目指す。

２．全員経営を柱とし、挑戦心と勇気を持って改革

に取り組み、全社員のレベル向上を図り上海に於

ける模範企業を目指す。

３．投資家及び自らのために情熱、協調、団結を以

って社会貢献し、自らの力で自らの生活向上を図る。

・生産品目の70％以上がＤＶＤプレーヤーの生産で、右肩上がりで生産台数を伸ばし、96

年に 96万台の生産が、03年には300万台に上ります。但し、販売価格が下がってきてお

り、新たな商品の生産を図る必要があるということです。

・電子部品の組み立ては、コンピュータによってオートメーション化されており、最終検査

は手動で行っています。

［豫園及び豫園市場］

・1559年に建てられ、1577年に約70ヘクター

ルに拡張された江南の有名な庭園の一つで

す。“豫悦老親（親戚たちと愉快に楽しく）”

との意味で豫園と名付けられました。アヘン

戦争時、一部分が破壊され、以後、商店街や

学校等として使用されました。1956 年から

修復作業が始まり、30ヘクタールに庭園と

して今に至っています。

［華東地区ビジネス基調懇談会］

・日本貿易振興機構石川経済交流部長　西尾和秀氏を交えて、上海の現在の経済状況等のご

説明を頂きました。

6月11日（周荘）

［周荘の歴史的町並保存地区視察］

・上海市内から内陸部へ約1時間 30分。上海と江蘇省の境にある900年の歴史を誇る水郷

の村（中国のベニスと言われている）で、村の中を運河が「井」の字に走っており、明清

代の美しい水郷の姿を今にとどめています。

・運河にかかる小さな橋の多くは元代（13～ 14世紀）に造られた石橋。千近くある住宅の

60%は明清代に建てられた物で、古い趣のある街並みを作り出しています。
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中央会事業中央会事業だより 中央会事業だより 

［南京東路町並視察］

・外灘から始まる南京路は、和平飯店などに代表されるイ

ギリス租界時代の建造物が残り、世界各国の観光客だけ

でなく中国全土から上海観光に集まる人々はまずこの南

京東路を見学するといいます。現在は、南京東路は、歩

行者天国となっている部分もあります。

・最近では人民広場に隣接した所に新たにラッフルズシテ

ィがオープンし、ファッションブランドやフードコートなど各階は魅力的な商品でにぎわ

いを見せています。

6月12日（上海）

［外灘観光隋道・東方明珠タワー視察～新交通システム体験］

外灘は黄浦江沿いに延びる通り、バンドともいう。バンドはもともと人工の土手や堤防を意

味する。インドがイギリスに支配された時、港岸の地域がバンドと呼ばれ、外灘地域が似てい

ることからこの地域もバンドと呼ばれるようになりました。

・外灘の始まりはアヘン戦争後、敗戦国の中国は南京条約によってイギリス人がここに商館

や住宅を建設するのが最初。20世紀中国が半植民地化するのと同時に、外灘は金融とビ

ジネスの中心地となりました。

・東方明珠は黄浦江東岸に1994年末に完成した468mのテレビ搭、世界第三、東洋一の高

さを誇るこのテレビタワーは、高さ98m、263m、350m（特別展望台）上下三つのドーム

を持つユニークな外観は、早くも上海のランドマークとなっています。

・上海国際空港（浦東空港）と地下鉄の駅「龍陽

路」の間の約30kmを約8分で結んでいます。

最高時速は約430km（距離が短いので約10秒

間）といわれています。

以上、上海経済の製造業をはじめとする各業種

の「現場」を視察研修することにより、リアルタ

イムに上海の「パワー」を直に感じていただけた

のではないでしょうか。今後の企業経営及び事業

の活力源としてお役に立てれば幸いに存じます。

ありがとうございました。
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中央会事業中央会事業だより 中央会事業だより 

合同企業説明会開催される
平成16年度地域求職活動援助事業として、７月12日（月）午後1時より５時まで、石川県地場産

業振興センター本館大ホールにて、合同企業説明会が開催されました。

当日は、求人を希望する個別企業50社と就職を希

望する来春卒業見込みの大学生、短大生及び専門学

校生約370人が一同に会し、第１部では企業側から

学生へ、第２部では学生側から企業へアプローチす

るという方法で、企業、学生、共に真剣な質疑応答

などが行われ、会場は熱気に包まれていました。

〈参加企業一覧　業種別50音順〉
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中央会事業中央会事業だより 中央会事業だより 

組合女性部地区別交流会（加賀・能登・金沢地区）
開催される
平成16年度石川県中小企業団体中央会女性部の組合女性部地区別交流会が県内３会場にて開催さ

れました。

それぞれ３会場では、①参加女性部の事業活動や運営について、②地域内女性部における合同事

業の実施について、③地区別懇談会の開催について、④11月 18日～ 19日に東京都において開催さ

れる「組合関係女性経営者等全国講習会」への参加について、といったテーマに基づいた交流会が

テーブルを囲み、昼食をとりながら行われ、参加者からは有益な意見発表、そして活発な意見交換

等があり、盛会のうちに終了しました。

組合女性部金沢地区研修会・懇談会開催される
平成16年度石川県中小企業団体中央会女性部の組合女性部金沢地区研修会及び懇談会が、7月 16

日（金）ホテル六華苑において34人の参加者のもと開催されました。

研修会では、「スローライフやエコロジー」をテーマに、京都と東京・銀座に和風旅館を開業し、

今月加賀市において「加賀吉水・片野荘」を開業された株式会社吉水・中川誼美社長を講師に迎え、

「スローライフと豊かさ」と題してご講演をいただきました。研修会終了後、未組織組合女性部への

啓蒙普及と組織化の促進を図るための懇談会を開催し、中央会女性部及び組合女性部の活動事例等

を報告、参加者との懇談を行いました。

加　賀　地　区 能　登　地　区 

開 催 日  

開催場所 
 

参 加 者  

金　沢　地　区 

6月17日（木） 

ホテルサンルート小松 
（小松市日の出町） 

10名 

6月23日（水） 

ホテル日航金沢 
（金沢市本町） 

13名 

6月2日（水） 

のと吉海亭 
（輪島市河井町） 

9名 

講師の中川氏、女性部山岸会長 研修会風景
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中央会からのお知らせ中央会からのお知らせ 中央会からのお知らせ 

第56回中小企業団体全国大会における石川県
からの要望事項について
11月 11日（木）に新潟県「朱鷺メッセ」にて開催されます、第56回中小企業団体全国大会

における要望事項につきまして、会員の皆さまからの要望をふまえた石川県からの提出分が、

中央会企画委員会で下記のとおり決定しました。

この要望事項は、東海北陸ブロック中央会の検討を経て要望事項として取りまとめられ、全

国中央会へ提出されます。

□景気対策
１．深刻な状況にある中小企業が、景気回復に向けて、将来を力強く切り開いていくことが

できるよう、特に内需を喚起し、中小企業を活性化させる景気対策・デフレ対策を強力に

推進すること。

２．最近の原油価格高騰並びに原材料高騰による生産コスト増大に伴い、中小企業の経営環

境は益々悪化するとともに国際競争力の低下を招いており、国は税制、金融施策、物流対

策等において万全の措置を講ずること。

３．年金制度に対する不信感は、国民の将来を不安なものにし、受給者だけでなく現役世代

においても貯蓄率の上昇等による消費の低迷を招く。また年金加入率の低下は既存の加入

者並びに事業者への負担増につながり、企業の収益と雇用に悪影響を及ぼす。国は年金制

度をはじめとする社会保障のあり方に対する国民と企業の不信感を早急に取り除き、将来

的にも安定した制度の確立に取り組むこと。

４．わが国経済が非常に厳しい状況にある中、株価の低迷が続いており、このままでは金融

システムの不安定化を招くとともに、企業の設備投資、個人消費の停滞をさらに深刻化さ

せることとなる。国は、証券税制の改正を始め、一層の株価対策を講ずること。

□中小企業対策・連携対策予算
５．新年度予算の編成にあたっては、我が国経済の担い手である中小企業の重要性を鑑み、

中小企業が地域で行う組織化、グループ化、ネットワーク化等を通じた新たな取り組みを

有効な景気対策と位置づけて積極的に支援し、中小企業政策の充実とともに中小企業対策

予算の大幅な増額を講ずること。

６．三位一体の改革に伴い都道府県向け補助金と地方交付税が大幅に削減されたが、財源委譲

は充分でなく、地方自治体の財政に重大な財源不足を招いている。この結果地方自治体の中

小企業向け発注額や中小企業対策予算も大幅に減少し、地方経済低迷の大きな原因となって

おり、国は地方自治体が必要な地域中小企業対策が実施できるよう財源確保に配慮すること。

７．増大する中小企業の組織化ニーズに対応するため、連携対策予算を拡充するなど、中小

企業連携組織政策の推進の核となっている中央会がその指導機能を十分に果たせるよう万

全の予算措置を講ずること。

総 合
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□下請企業対策
８．流動化する下請分業構造の中で、情報化の推進、技術力の強化、新製品開発などを行い、

経営革新や新たな事業展開に積極的に取り組む下請中小企業や組合等に対する支援策を強

化・拡充するとともに、下請取引の適正化及び改善について強力に推進し、親企業への指

導・監督機能の強化を図ること。

□伝統産業対策
９．我が国文化と地域経済の担い手でもある伝統産業に対する振興策を強化するとともに、

技術の保存・継承者の育成等に対し、支援策の強化・拡充を図ること。

□官公需対策
10．官公需の中小企業向け発注を大幅に増額するとともに、毎年閣議において決定される

「国等の契約の方針」の実効を確保し、発注機関に対して官公需施策の一層の周知徹底を

図ると同時に、地域性を充分配慮の上、中小企業及び官公需適格組合をはじめとする中小

企業組合の積極的な活用を促進すること。

また、中小企業の受注環境を整備・改善するため、分離・分割発注の推進、適正価格に

よる発注等に努めること。

さらに、地方公共団体においても国に準じた官公需施策の実施を強力に推進するととも

に、市町村合併で交付される特別公債による事業は、地域経済においては、景気浮揚の大

きな可能性を占めており、中小企業への発注につながるよう特に配慮をすること。

□連携組織対策
11．商工組合のカルテル事業の廃止に伴い、商工組合制度が「社会的に一層積極的な対応が

要請されつつある環境・リサイクル・エネルギー・安全等の問題に対して業界ごとの円滑

な取り組みの推進役としての役割」などにシフトされつつある。

業界を代表し、指導的機能を有する商工組合が新たな役割を進めていくためにも、商工

組合への支援施策を一層充実すること。

12．急速に進行している産業構造の変化の中で、中小企業の自主的な経営革新への取組みと、

新規創業の活発化を促進する中小企業の連携・ネットワーク化等を推進するため、中小企

業連携組織対策を更に充実・強化すること。

また、中小企業団体中央会の指導体制の整備・充実、事業の円滑な実施等について特段

の配慮を講ずること。

13．組合から株式会社又は有限会社への組織変更については、中小企業団体の組織に関する

法律の改正で可能となったが、その変更方法については組合の全てが移行することとなる。

これにより組合が解散となり組合の非営利事業の部分等の実施主体が消滅してしまう等の

問題がある。

組 織
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このため組合から営利経済事業部分の会社への一部移行又は株式会社と組合への分割が

可能になるよう制度化すべきである。

14．長引く不況で閉塞感が強まる中、今こそ異業種連携による新たな事業展開が経済活性化

にとって必要である。産学連携や地域間連携さらに広域連携を促進する施策体系を構築し、

官民一体となって積極的に支援すべきである。

□青年部・女性部
15．中小企業並びに中小企業組合の活性化を図るため、 組合青年部並びに女性部に対する

助成措置を拡充・強化するとともに、育成のための施策を講ずること。

□金融対策
16．民間金融機関の貸し渋り等に対する監視と是正指導を継続的に行うとともに、政府系中

小企業金融機関の貸付制度について、貸付資金量を十分に確保するとともに、中小企業の

振興に配慮した実効ある中小企業金融対策を恒久的に講ずること。

特に、商工組合中央金庫及び中小企業金融公庫に対しては、それぞれの特質を活かし、

重要な役割を果たしていることに鑑み、今後とも民営化せず、現状レベルの民業補完機能

を維持しながら、政府出資並びに財政投融資を大幅に増額し、資本基盤の強化を図るとと

もに貸付金利の引き下げ等貸付条件の緩和を図ること。

17．保証人制度を抜本的に見直し保証人の責任範囲の明確化、限定化を制度として導入すべ

きである。また、倒産した場合においても個人財産の最低限の保証と再起できる環境を整

備すべきである。

さらに第三者保証人制度は廃止すること。

□信用補完制度
18．厳しい金融・経済情勢の中で、今後更に金融機関の再編、不良債権処理が本格化するこ

とが予想されることに鑑み、中小企業信用保証制度について、金融・経済動向を注視しつ

つ万全の対策を講ずるとともに無担保・無保証人枠の拡大を図ること。

19．信用保証料の基本料率は、保証を受ける中小企業の信用力等によらず一律であるため相

対的にリスクの高い中小企業が保証を受けられない場合がある。

中小企業の資金調達を円滑化するため、信用保証協会がリスクに応じた保証料率を弾力

的に設定することが出来るよう保証制度の見直しを図ること。

□信用組合支援
20．協同組織金融機関としての信用組合が、地域中小企業の要請に積極的に応えられるよう、

信用基盤の確立、経営体質の強化について全面的に支援するとともに、政府系中小企業金

融機関の代理業務並びに国庫歳入金の収納業務の取扱について、要件を緩和、拡大する措

置を講ずること。さらに信用組合を活用した信用保証制度の充実を図ること。

金 融
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□外形標準課税
21．外形標準課税は、資本金１億円以下の中小企業への適用を拡大しないこと。

□消費税
22．中小企業の経営環境は原材料高、社会保険料等の負担拡大の中で景気回復にはほど遠く、

現下の経済環境の中で消費税引き上げを行えば企業経営に重大な悪影響を及ぼす。今後と

も税率変更は行わないこと。

23．消費税簡易課税制度の適用上限が引き下げられたが、新たに本則課税の対象となった中

小零細事業者の事務処理能力が十分でなく、また納税事務コストの上昇を考慮し、簡易課

税制度の適用上限の引き下げを撤回すること。

□交際費課税
24．交際費についてはその範囲を明確にし、中小企業において社会通念上必要な費用や業績

拡張のための適切な支出については全額損金算入を認めるべきである。

□情報通信税制
25．中小企業の情報化及び経営革新を進めていくためには、今後とも情報通信機器の導入は不

可欠であるため、関連租税特例措置の延長等施策の拡充並びに新制度の導入等を図ること。

□税制その他
26．中小企業が大規模な構造変化に適切に対応し、我が国経済の重要な担い手としての役割

を果たしていくことができるよう、税制改革にあたっては、次の措置を講じること。

（1）中小企業の事業活動を活性化させるため、法人住民税の法人税割の標準税率を引き下

げるとともに、協同組合等の赤字法人均等割課税の軽減を図ること。

（2）指定都市等で、課税されている事業所税は、課税対象からみて固定資産税と二重課税

の性格が強くかつ、課税主体が地域的にみて偏在している。公平な税負担という視点か

らみても疑問があり、速やかに廃止すること。

（3）中小法人の軽減税率の適用所得の引き上げ、中小企業組合税率の引き下げを行うこと。

（4）固定資産税の評価方式を地価公示価格連動型から、税負担能力に対応した収益還元に

よる評価方式に改めること。

□高度化資金融資制度
27．中小企業高度化事業について、引き続き次の措置を講じていくこと。

（1）貸付利率の引き下げ、無利子制度の拡充、貸付手続きの簡素化、迅速化を図るなど、融

資条件の改善を図ること。

近代化・高度化

税 制
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（2）既往借入に係る最終返済期限の延長、金利低減の適用など、弾力的な運用を図ること。

（3）経営環境変化のスピード化に伴いやむなく実施する償還期限内の設備等の更新に対して

は繰り上げ償還の対象としないこと。

□取引慣行の適正化
28．公正取引委員会は公正な競争・取引を阻害する不当廉売や過大広告を厳しく監視すると

ともに、中小企業の経営を圧迫する要因となっている不公平な取引慣行について、実態を

把握し、厳重かつ積極的な監視を行うなど適切な措置を講ずること。

□中小小売商業への支援
29．魅力ある商店街・商業集積づくり推進のための支援策を一層強化するとともに、大規模

小売店舗立地法、改正都市計画法、中心市街地活性化法の「街づくり３法」を活用して、

空洞化する中心市街地の商業機能の活性化、良好な都市環境の確保を図るための抜本的か

つ総合的な中小小売商業振興、活性化対策を講ずること。

また、ＴＭＯ計画の策定から実施に対し、地域特性を踏まえた強力な支援措置を講ずる

こと。

30．商店街振興組合においては、経済環境、地域環境の変化に伴い、組合存続要件を維持す

ることが困難となってきており、各種商店街施策要件を満たさず、その実施を難しくして

いる。商店街振興組合の運営の円滑化を図るため早急な存続要件の見直しを図ること。

31．現行の大規模小売店舗立地法第４条(指針)において生活環境の悪化の防止のために配慮

すべき事項として騒音の発生の規制は明記されているが、営業時間の規制について明記さ

れていないことから営業時間の規制について明記するとともに、大規模小売店舗の営業時

間については周辺環境に配慮した規制策を設けること。

□労働政策
32．今後10年程度で、労働力人口は、若年層の大幅な減少、高年齢層の大幅増と、年齢構

成が大きく変化する。現在の若年層に偏った労働力需要構造が今後も変わらないとすると、

高年齢者の失業問題が深刻化する一方で、中小企業にとっても若年層の急減による大幅な

要員不足が企業活動への障害をもたらすことが懸念される。

そこで、中長期的により顕著となる労働力人口の減少への対応として、高年齢者並びに

女性の有効活用が重要であり、国は多様な雇用形態に対応した雇用関連法の整備と高年齢

者及び女性の就業参加が容易になる環境整備に取り組むこと。

労 働

商業・流通
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□雇用対策
33．中小企業が多様な就業ニーズに対応し、雇用創出の役割を発揮できるよう、パートタイ

ム労働者に対する所得税等の非課税限度額を引き上げること。

また短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大は行わないこと。

34．労働保険料、社会保険料等の事業主負担分の増は、雇用コストの引き上げにつながりリス

トラの推進、新規雇用の手控え等により、中小企業の競争力並びに個人消費を更に低下させ

ることになる。制度と負担のあり方を抜本的に見直し、安易な引き上げは行わないこと。

□外国人研修生制度
35．世界でも例がない少子高齢化の急速な進展に伴い、将来労働力が減少することは確実で

あり、「ものづくり」や看護・介護など、我が国の経済社会や国民生活にとって不可欠な

産業分野においても労働力不足が継続し、支障をきたすことが大いに懸念される。そのた

め若者の勤労観・職業観の醸成施策の拡充や、高齢者や女性が活躍できる環境作りと平行

して、単純労働者の受入促進策について真剣に検討すべきである。

「外国人研修・技能実習制度」では、研修生は最長３年（研修１年、技能実習２年）の

滞在が認められているが、受入人数枠や技能実習以降対象職種が限定されていること、研

修期間中の夜間を含むシフト勤務は実施できない等の問題がある。このため、制度の厳正

な運用を確保するため、不適正な受入を排除し、受入団体・受入企業の適正化を図るとと

もに、在留期間の延長、受入人数枠や技能実習以降対象職種の拡大、研修中の夜間を含む

シフト勤務の許可、研修生の再入国制度の創設、受入手続きの簡素・迅速化等、近隣諸国

や国内企業のニーズに沿った運用緩和・拡充を図り、効果的な制度に改善すべきである。

□インターネットビジネス
36．インターネットビジネスが急速に進展する中で、中小企業がＩＴ革命や電子商取引へ的

確に対応できるように支援施策等の充実・強化、助成制度の拡充をより一層図るとともに、

税制・金融上等における優遇措置を講じること。

37．中小卸売業者が流通構造の急激な変化に的確に対応するため、リテールサポート、商品

開発、電子商取引を活用した新業態開発等を実現していくための支援措置を拡充･強化す

ること。

□環境対策に関する支援策
38．地球環境保護や安全対策に係る社会的規制が急速に強化される中で、中小企業が環境・

安全問題に円滑かつ的確に対応できるよう、次の措置を講じること。

（1）環境関連規制法が急速に整備される中で、体力の弱い中小企業は過度の負担を強いら

れている。中小企業が環境問題への対応を円滑に実施できるよう、その運用に当たって

環 境

情 報 化



は十分な配慮をすること

（2）中小企業が、環境・安全問題への対応を円滑かつ的確に実施できるよう一層の予算・

金融・税制措置を講ずること。また事業協同組合等が共同で設置する環境対策施設、リ

サイクル施設等に対しても積極的に支援すること。

（3）一般公害防止用設備、再商品化設備、特定再生資源利用製品製造設備、再生資源利用

製品設備、廃棄物再生利用設備を取得のための固定資産税を軽減すること。

（4）地方公共団体等による産業廃棄物の最終処分場の確保・設置を強力に支援すること。

39．中小企業者がリサイクル、環境対策等の社会的要請に対応するため組合を中心として取

り組む事業については独占禁止法の適用除外とすること｡

□高速道路別納制度
40．高速道路料金別納制度の廃止は中小企業の経営悪化を招く。現行の高速道路料金別納制

度に変わる新制度の創設に当たっては、大企業等大口利用者だけに恩典を残した制度でな

く、中小企業や中小企業組合が安価で容易に利用できる制度とすること。

41．中小企業のセーフティネットとしての中小企業倒産防止共済制度の重要性に鑑み、制度

の拡充、共済貸付手続きの簡素化・迅速な運用並びに償還期限の延長等を図ること。

42．鳥インフルエンザやBSE、新型肺炎問題に見られるマスコミ等の風評被害の影響は当

事者だけでなくその関連業界全体や地域全体に拡大することが多く、またその影響を及ぼ

す期間も長期化している。体力の弱い中小企業にとっては致命的な結果を招いており、迅

速な救済対策を実施することは当然であるが、倒産防止共済制度においてもその制度の趣

旨に鑑み貸付の対象事由に追加すること。

そ の 他
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中部経済産業局長の交代について

第19回組合交流ゴルフ大会開催のご案内

この６月22日付けをもって、中部経済産業局の局長が交代しました。

新任の小川　秀樹（おがわ ひでき）氏は昭和28年生まれの51歳。昭和52

年当時の通商産業省入省の後、資源エネルギー庁国際原子力企画官、公正取引委員会

事務局経済部団体課長、日本貿易振興会ミラノ・センター次長、環境立地局保安課長、

中小企業庁長官官房政策調整課長、そして前任の商務情報政策局消費経済部長を経て

今回、新局長に就任されました。

所管行政庁が中部経済産業局の組合におかれましては、決算関係書類や認可申請書

作成の際にお気をつけ下さい。

当中央会では、会員の親睦事業の一環として、次のとおりゴルフ大会を開催しますの

で、どうぞ揃ってご参加ください。

●と　　き 平成16年10月7日（木）

●と こ ろ 能登カントリークラブ（予定）

●参加会費 5,000円（プレー費は個人負担）

●競技方法 18ホールストロークプレイ（ダブルぺリア方式）

●参加資格 当会会員及び構成員の方

●定　　員 80名（20組予定）

●懇 親 会 プレー終了後開催

●主　　催 石川県中小企業団体中央会

●賞　　品 多数あり

※詳細につきましては、8月中頃に会員各位にご案内します。
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65歳継続雇用達成事業のご案内
─ 65歳定年制の法律改正案が成立─
今国会に提出されていました、65歳定年制の法律改正案（高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律）が成立しました。

去る6月 11日に公布になり、6ケ月後の12月上旬に施行予定となりますが、65歳定年制に

ついては、2年後の平成18年 4月 1日が施行日となっています。

各事業所においては、今後導入に向け対応していかねばなりませんが、本会では、石川労働

局の委託により、65歳定年制の導入に向け、各企業に対し推進していくことになりました。

本会々員組合の協力により、各企業（300社）の実態調査を行い、推進の為の達成方針を策

定し、普及啓蒙活動を行いながら導入に向け活動を行います。

現在、65歳までの雇用確保の現状は、「少なくとも65歳まで働ける場を確保する企業」の

割合は71.8%、「確保していない企業」の割合は28.2%となっています。

又、確保している企業の内訳を見ると、「原則として希望者全員とする企業」は 28.8%で、

「特に必要と認めた者に限るとする企業」は31.6%、又、「基準がある企業」は僅か8.7%という

状況です。

65歳まで働ける場を確保する企業の割合が7割に達している状況の中、希望者全員となる

と依然として低い状況、又、基準がある企業も 10%未満といった状況ですので、本会では、

今回の法律改正に伴い、導入比率の向上に向け普及啓蒙活動を行っていきます。

改正内容 （65歳定年制関連条文のみ）

○ 定年（65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。）の定めをしている事業主

は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲

げる措置（以下「高年齢者雇用確保措置」という。）のいずれかを講じなければならな

い。（第9条第1項）

一 当該定年の引き上げ

二 継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をそ

の定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。）の導入

三 当該定年の定めの廃止

２ 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において

はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合においては労働者の

過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者

の基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項二号に掲げる措置を講

じたものとみなす。（第9条第2項）
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○ 指導、助言及び勧告

厚生労働大臣は、前条第1項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助

言をすることができる。（第10条第1項）

2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主

がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢

者雇用確保措置を構ずべきことを勧告することができる。（第10条第2項）

又、特例として、次の措置が取られています。

○ 高年齢者雇用確保措置に関する特例（附則第4条）

次の表の上欄に掲げる期間における第9条第1項の規定の適用にさいしては、同項中「65

歳」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 定年（65歳未満のものに限る。）の定めをしている事業主は、平成25年 3月 31日

までの間、当該定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善その他の当該高齢者の

65歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなけれ

ばならない。

○ 高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間として、高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律の一部改正する法律（平成16年法律第103号）附則第1条第2号に掲

げる規定の施行の日から起算して3年を経過する日で政令で定める日までの間、事業主

は、第9条第2項に規定する協定をするために努力したにもかかわらず協議が調わない

ときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者

に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができる。この場合には、当

該基準に基づく制度を導入した事業主は、第9条第1項第2号に掲げる措置を講じたも

のとみなす。

2 中小企業の事業主（その常時雇用する労働者の数が政令で定める数以下である事業主

をいう。）に係る前項の規定の適用については、前項中「3年」とあるのは「5年」とする。

3 厚生労働大臣は、第1項の政令で定める日までの間に、前項の中小企業における高

年齢者の雇用に関する状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討

を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する。（附則第5条）

上欄 下欄

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 62歳

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 63歳

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 64歳
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個別専門相談室開催のご案内
さて、本会では、中小企業が正確な経営情報を獲得し、適切な経営判断を支援するため、組

合、中小企業任意グループ及び公益法人等を対象とし、専門家を招聘し、高度な指導ニーズに

対応する事業等の相談に応ずることを目的とした個別専門相談室を設けておりますのでお気軽

にご相談ください。

なお、予約制のため相談希望の方は当日までに本会へご連絡願います。又、予約多数の場合、

相談時間の短縮をお願いする場合がありますので予めご了承下さい。
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決算関係書類等の提出について
組合は、毎事業年度、通常総会終了の日から２週間以内に決算関係書類を所管行政庁

に提出することが法律上義務付けられています。

３年連続して提出を怠りますと、休眠組合と見なされ解散整理の対象となりますので

必ず決算関係書類の提出を忘れずに行って下さい。

役員変更届は、役員に変更があった場合、全員再任された場合に関わらず改選期ごと

に提出する必要がありますのでご注意下さい。

なお、中央会宛に２部（行政庁用１部、本会控え用１部）ご提出いただければ、本会

経由で行政庁へ提出いたします。

また、定款変更を予定している場合は、総会等で決議する前に一度中央会までご相談

下さい。

※石川県では、昭和56年休眠組合の一括整理実施後、３年毎に組合法第106条第２項

の規程に基づく恒久的措置（１年以上継続して事業を行っていない組合に対する職権行

使）を実施しています。

＝日　程＝

時　　間開 催 日 内　　　容 専 門 相 談 員

8月 10日（火）

9月14日（火）

10：00～ 12：00

13：00～ 15：00

税務・経営相談

法 律 相 談

税 理 士　坂　井　昭　衛

弁 護 士　久　保　雅　史

＝場　所＝

金沢市鞍月2丁目1番地

石川県地場産業振興センター本館３階　石川県中小企業団体中央会　会議室

＊連絡先（TEL 076‐267‐7711）
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